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１.計画の背景と目的 

(1) 背景 

稲沢市の橋梁の多くは高度経済成長期に整備されており、老朽化等の進行により、今

後修繕・更新等に関する費用が集中的に必要となることが予測されている。また、人口

減少等の進展に伴い、財政状況が厳しくなることも予測されており、橋梁を適切に維持

管理してくためには、修繕・更新等に係るトータルコストを縮減し、予算の平準化を図

る効率的かつ計画的な維持管理が必要である。 

 

(2) 目的 

本計画は、点検・診断等の結果に基づき、必要な対策を適切な時期に着実かつ効率

的・効果的に実施し、また、橋梁の状態や対策履歴等の情報の記録、次期点検・診断等

への活用を図る「メンテナンスサイクル」を構築することで、本市の道路ネットワーク

の安全性・信頼性を確保することを目的とする。 

 

(3) 計画の位置づけ 

本計画は、国による「インフラ長寿命化基本計画」（平成25年11月）及び「稲沢市公

共施設等総合管理計画」（令和4年3月改訂）等の方針に基づき、橋梁を効率的かつ計画

的に維持管理するための個別施設計画に位置づけられる。 

 

(4) 計画期間 

計画期間は、令和4年度から令和13年度までの10年間とする。 

ただし、年次計画については、毎年度実施されている定期点検による結果を踏まえ

て、必要に応じて修正するものとする。 

 

２.計画対象橋梁 

本計画の対象橋梁は、本市が保有する以下の橋梁（832橋）とする。 

 

表 1 計画対象橋梁の内訳 

 計画対象橋梁 832 橋 

 15ｍ以上の橋梁 72 橋 

 15ｍ未満の橋梁 760 橋 

  



 

2 

３. 健全性の把握 

橋梁等を含む道路ネットワークの安全性・信頼性を確保するためには、定期的な点

検・診断により橋梁の状態を的確に把握して、その結果に基づき、必要な対策を適切な

時期に着実に実施していくことが重要である。本市の所有する橋梁について、直近の定

期点検結果に基づき、健全性の判定区分を整理すると以下のとおりである。 

 

表 2 健全性の判定区分の内訳 

区分 状態 橋梁数 割合 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 423 51% 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全

の観点から措置を講ずることが望ましい状態 
373 45% 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期

に措置を講ずべき状態。 
33 4% 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可

能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態  
0 0% 

合計 829 橋 100% 

※832橋のうち、3橋については更新・新設等により定期点検の実績無し。 

※判定区分Ⅲの橋梁（33橋）のうち、点検後令和3年度までに補修した橋梁は3橋、残り30橋は令

和6年度までに補修を行う。 

４.計画全体の方針 

(1) 老朽化対策における基本方針 

中長期的な修繕・更新等に係るトータルコストを縮減し、予算を平準化していくため

には、橋梁の長寿命化を図り、大規模な修繕や更新等をできる限り回避することが重要

である。このため、施設特性を考慮の上、安全性や経済性を踏まえつつ、損傷が軽微で

ある早期段階に予防的な修繕等を実施することで機能の保持・回復を図る「予防保全型

維持管理」の導入を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 予防保全型・事後保全型のイメージ  
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(2) 新技術等の活用方針 

橋梁の老朽化が進展するなかで、限られた予算により橋梁等道路ネットワークの安全

性・信頼性を確保し、維持管理業務の質を維持していくため、点検や修繕等の維持管理

に係る新技術等の積極的な活用を図り、メンテナンスの高度化・効率化を推進する。 

2025 年（令和 7年）までに定期点検を実施する橋長 15m 以上の橋梁のうち 5 橋～10 橋

に対し、橋梁点検車の代替となり費用の縮減や事業の効率化が見込まれる新技術等を活

用することで、約 40 万円のコスト縮減を目指す。 

 

(3) 集約化・撤去等及び費用の縮減に関する具体的な方針 

新技術等の活用によるメンテナンスの効率化・高度化、老朽化が進行し必要性が低い

橋梁の集約・撤去、機能縮小・転換等を検討し、将来の維持管理、修繕・更新等の費用

の縮減やストックの適正化を推進する。 

迂回路があり交通量が少ないため集約が可能と考えられる橋梁のうち直近の定期点検

により判定区分Ⅲとなった1橋について2025年（令和7年）までに集約化・撤去を目指す

ことで、更新時期を迎えるまでに必要となる費用を約9割程度縮減することを目指す。 

 

５.優先順位の考え方 

橋梁の維持管理に係るトータルコストの縮減・予算の平準化を図るためには、点検結

果に基づき、今後見込まれる修繕・更新等の対策費用を把握した上で、優先順位を付け

て計画的に対策を実施していくことが重要である。 

本計画においては、橋梁の健全度、緊急輸送道路、第三者被害の有無、橋長、幅員、

道路種別、架設年度の順に優先度を評価し、対策の実施を検討する。なお、緊急度・重

要度に応じて、適宜、優先順位の変更を行うものとする。 

 

６.年次計画 

点検・診断等で把握した健全性の判定区分及び優先順位の考え方を踏まえて、本市に

おける点検・修繕等に関する今後10年間の年次計画を策定した。なお、年次計画につい

ては、毎年度の点検・修繕等の実施状況に応じて、随時見直して更新するものとする。 

 

※別途資料参照 

 


